
入 札 公 告

平成２６年９月３０日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所
理事長 小 川 康 恭

１ 競争入札に付する事項
（１）件名及び数量

「労働安全衛生総合研究所 登戸地区機器分析室改修工事」 一式
（２）概要

詳細については、仕様書による。

２ 競争参加資格に関する事項
（１） 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者

でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者はこの限りではない。

（２） 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後２年間を経過して

いる者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者

についても同様とする。

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者。

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者。

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。

④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。

⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。

⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後２年間を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。

（３） 競争参加資格については、平成２５・２６年度の厚生労働省競争参加資格を準用

するものとし、同資格の「管工事」において、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、

関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

（４） 過去５カ年において、研究施設（公・民問わず）や大学等の機関において当該工

事と同種の工事を実施した経験を有すること。

（５） 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。

（６）下記３の期間内に現場確認を行った者。

（７） 上記（３）（４）の事実を確認するため、当該事実を証明する資料（写し可）を、

以下の宛先・期日により提出することとする。

宛 先 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第二係
期 日 平成２６年１０月２３日（木）１２：００

３ 現場確認
入札に参加する者は、現場確認を行うこと。現場確認は以下の日程で受け付ける。
現場確認を希望する場合、電話にて事前に日程調整をすること。
日 時 入札公告掲載日から平成２６年１０月２３日（木）の間の月、火、水、木曜日

ただし１０時から１２時、１３時から１７時までの間とする
場 所 神奈川県川崎市多摩区長尾６―２１―１

独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務課経理第二係
電話：０４４－８６５－６１１１（代表）

４ 入札書の提出
入札書は郵送又は持参により受け付ける。
ただし、郵送する場合には書留郵便等の配達の記録が残るもので開札日（平成２６年



１０月３０日）の１１時までに必着のこと。
郵送先 〒２１４－８５８５ 神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－１

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第二係

５ 入札及び開札の日時、場所
入札開札は、当法人の入札業務に携わらない職員立ち会いのもと、下記日時にて執り

行い、開札後速やかに結果を連絡するものとする。
日 時 平成２６年１０月３０日（木）１４時００分
場 所 〒２１４－８５８５ 神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－１

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第二係
※ 開札に立ち会わない者に対しては、ＦＡＸにて開札結果を知らせるものとする。

６ その他
（１）入札保証金に関する事項

入札保証金の納付を免除する。
（２）入札の無効

上記２に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違
反した入札は、これを無効とする。

（３）契約書作成の要否
要

（４）契約に係る情報の公表に関する事項
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基

本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係
を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間
の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところで
す。
これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホーム

ページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に
同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協
力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみな

させていただきますので、ご了知願います。
以 上



＜独立行政法人の契約に係る情報の公表＞ 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と

契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい

て情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 
 これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページ

で公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、

応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたし

ます。 
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて

いただきますので、ご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 
次のいずれにも該当する契約先 

① 当研究所において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再

就職していること 
② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

（２）公表する情報 
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 
① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当研究所ＯＢ）の人数、職名

及び当研究所における最終職名 
② 当研究所との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 
（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当研究所ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

当研究所における最終職名等） 
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高 

（４）公表日 
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4 月に締結した契約について

は原則として 93日以内） 

（５）その他 
   応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ます

ので、ご了知願います。 
 

（別紙） 



入札説明書

１ 競争入札に付する事項

（１） 件名及び予定数量

「労働安全衛生総合研究所 登戸地区機器分析室改修工事」 一式

別添仕様書参照のこと

（２） 完成期限

平成２７年３月３１日（火）

２ 入札心得

（１） 入札価格は、仕様書に基づいて算出した価格により入札を行う。

（２） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって、当法人の規程

に定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申し込みをした者のうち最低価

格の入札者を落札者とする。

※入札書の金額は消費税込みの額を記載すること。

なお、契約担当者がその者により当該契約の内容に適した履行がなされないお

それがあると認めたときは、当法人の規程に定めるところにより予定価格の制限

の範囲内で申込みをした他の者のうち最低価格の入札者を落札者とすることがで

きる。

（３） 入札書の様式は別添様式とする。

（４） 入札書の宛名は、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」宛とするこ

と。

（５） 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。

（６） 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。

（７） 入札書における金額訂正は行わないこと。

（８） 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、

そのための入札書を用意すること。

なお、郵送による入札の場合には再度入札には参加できない。

３ 入札者に求められる義務

（１）この入札に参加を希望する者は、入札公告２（３）の競争参加資格を有すること

を証明する書類（競争参加資格の写し）及び同２（４）の同種の工事を実施した実

績等を証明する書類（契約書・仕様書等の写し）を平成２６年１０月２３日（木）

１２時までに提出しなければならない。

（２）この入札に参加を希望する者は、入札公告３のとおり現場確認を行うこと。

４ その他

質問書は、事前に総務課経理第二係に電話連絡の上、平成２６年１０月２３日（木）



正午必着で持参又は郵便・ＦＡＸで送付すること。

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務課経理第二係

ＴＥＬ ０４４－８６５－６１１１

ＦＡＸ ０４４－８６５－６１１６

以 上



 
 

平成   年   月   日 
 

入 札 書 
   

 

独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 
理事長 殿  

 
 

住   所               

名   称               
代表者名               

 

 

件名 

労働安全衛生総合研究所 登戸地区機器分析室改修工事 一式 

     

 

本件につき、下記の金額にて入札いたします。 

 

 

記 
 
 

入札金額   

十 億   
  

千  
  

百   
  

， 

十   
  

万   
  

 

千   
  

， 

百   
  

十   
  

 

円 

                                 （税込） 

 

 

 

（担当者氏名） 

（ＴＥＬ） 

  （ＦＡＸ） 



労働安全衛生総合研究所 登戸地区機器分析室改修工事 仕様書 
  
１．工事名称 

労働安全衛生総合研究所 登戸地区機器分析室改修工事 
  
２．工事項目 
 （１）実験室区域内を外部より陽圧とする空調設備機器の設置   ３基 
 （２）外気導入空気中の粉じん処理用フィルターユニット     ３基 
 （３）有害ガス除去用活性炭フィルターユニット（ファン組込）  １基 
 （４）有害ガス除去用活性炭フィルターユニット（ファン外置）  １基 
 （５）排熱ファン及びフード（２箇所）             １台 
 （６）有害ガス除去用活性炭フィルターユニット及び排気ファン  １式 
 （７）原子吸光装置排熱用ダクト及び排熱ファン         １式 
 （８）原子吸光装置清浄空気供給装置（フィルターユニット及び 
      給気ファンユニット）                  １式 
 
３．機器の仕様及び構成 
  （１）実験室区域内を陽圧にする為、外気処理空調機１台（屋外用）を外部に 
    設置し、定風量の外気を流入する定風量装置をダクトと外気処理用空調 
    機（室内用）との間に設置する。 
  （２）外気中の粉じんを除去するための外気処理フィルターユニットをダクト 
    と外気処理用空調機（室内用）との間に設置する。 
  （３）実験機器２か所より発生する熱風（チャンバー内３００℃）を捕集し 
    屋外に排出する。 
  （４）実験機器２か所より有害ガスが発生、内一か所は秤量する際に発生する 
    有害ガスを捕集し、屋外で処理・放出する。 
  （５）原子吸光装置より発生する、熱を捕集し屋外に排気する。また、室内の空 

気中の粉じんをＨＥＰＡフィルター等にて除塵し、装置上部に供給する。 
（６）上記に伴う機器の運転操作の為の操作盤及び二次側配管配線工事。 

 
４．仕様図面 
    別添「労働安全衛生総合研究所機器分析室 改修工事設計図」による。 
 
５．その他 

 （１）作業する部屋の順番は、研究の都合でランダムになる。 
 （２）工事に依る備品の破損、研究の中断等が発生した場合は損害を補償すること。 



 （３）騒音作業の場所と時間は研究の内容により制限が生ずる。 
 （４）機器等の撤去材の廃棄処分は全て本工事とする。 
 （５）機器撤去更新時の養生等に対する条件を下記とする。 
   ① 室内を施工区域とそれ以外の区域に仕切りを設け区分すること。また、資材は

清潔なものを使用すること。 
② 上記の仕切取付、取外時は室内をビニールにて養生するなどの埃が舞い上が 

らない対策をして施工すること。 
    ③ 作業区域の床に傷を付けないこと。 
    ④ 研究用の備品は小さいものを除き、原則として移動できないので十分な養生を

行うこと。特に顕微鏡等はコンパネ等で覆う養生を行うこと。 
 
 



労働安全衛生総合研究所機器分析室

改修工事設計図



神奈川県川崎市多摩区長尾６－２１－６

R　C　造　研究本館 9242.34

4．指定材料　　○無　　  ○有　

（１）研究室の室内環境改善の為、有害ガス、実験中に発生する熱が室内に拡散しない
　　　最少排気量にて排気する。

一般事項

労働安全衛生研究所機器分析室改修工事設計図

（３）原子吸光分析室に設置する循環ファン組込型除塵装置の性能試験は、第３者機関
　　　にてDOP試験を行い、装置の効率99.97％を確保する試験結果報告書を提出する

　　　粒子状物質を初速度を持たせずに発生させ、試験装置の試料域上部に微粒子
　　　が流入しないことを証明する試験を行い、試験結果報告書を提出のこと。

（２）外気に含まれる粉塵の侵入を防止するため、実験室内を陽圧保持とする。

　　　こと。原子吸光分析に設置する同除塵装置を介する吹出口外周に１０μｍｍ以下の

（４）有機溶剤の処理装置には、最終吐出濃度測定の測定孔を付設する事

（５）熱排気、有機溶剤の排気ダクト,曲管（べント管）、合流管の各部の寸法を M-03
　　  図で規定する。

（６）請負者は労働基準監督署において「発散防止抑制措置の特例許可」を受ける事。
　又各申請、届けに係る費用は請負者の負担とする。
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労働安全衛生研究所機器分析室改修工事設計図
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労働安全衛生研究所機器分析室改修工事設計図
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